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台風第１９号による被災者受入について     

１ 被災者受入に対する考え方 

被災者とは…住家（自宅や入居施設）が被災された方。 

  現状各施設では、ほぼ定員上限での受入状態と考えます。 

  長野市として、被災者受入時の定員超過については、下記のとおり整理します。 

２ 定員超過で受入る際の注意点 

◎定員超過で受入る場合は、高齢者活躍支援課（224-5094）までご連絡ください。 

・既存スペースを有効に活用し、日常サービスの提供に著しい支障がない範囲での受け入れを

お願いします。 

 ・受入先の事業所で契約し、受入先の事業所が介護報酬を請求します。 

 ・介護報酬の請求については、従来の報酬（提供したサービス分）を請求することになりますが、

ご不明な点はお問い合わせください。 

※「令和元年１０月１５日付け事務連絡 令和元年台風 19 号に伴う災害における介護報酬の取

扱いについて」の内容から、長野市は上記を基本とすることと整理しました。ただし、事例によって

はこの限りでありません。 

◎現　　状 ◎定員超過による受入開始 ◎施設復旧
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★の取組を始める時期は高齢者活
躍支援課が改めて周知する

被災施設が復旧するまで

※約三ヶ月の見込

（延長することもある）

●被災者の受入は、定員超

過の枠とする
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